
中高層直結直圧給水実施基準 



１．目的 

この基準は、小規模受水タンクを設置することなく配水管の水圧を有効利用すること

により、中高層建築物への直結直圧給水をはかるため、３～５階建ての建築物に直結直

圧給水を実施する場合の取扱いを定めるものである。 

（解説） 

給水方式について 

給水方式は、直結式、受水槽式に分類される。 

給水方式には、ぞれぞれの長所、短所があるため、それらを理解した上で、建物用途

に合った給水方式を採用する 

給水方式 

高置水槽式

ポンプ直送式

給水方式
受水槽式

直結直圧式

直結・受水槽併用式

圧力水槽式
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給水方式の特徴 

２．申込等 

１）調査 

申込者は、設計着手前に本基準および給水装置工事設計施工基準（以下「施工基準」

という。）に定める事項に対する適否の事前調査を十分に行う。また、給水原簿作成

以前に、申込地における配水管の口径および設計水圧の状況などを、事前に調査し把

握するものとする。 

２）手続き 

上下水道課は、提出された書類および現場の状況等を本基準ならびに施工基準に基

づき照査し、その適否について判断する。このため、計画段階の早期に申込を行わな

ければならない。 

（解説） 

既に３階以上への直結給水を実施している物件で、使用水量、使用形態の変更を伴う

設備改造、あるいは老朽給水管の布設替えなど設備改造を計画している場合には、配管

口径、形態の再検討を要するため、給水原簿における工事の種類を「改造」として申込

むものとする。 

申込手続き、協議等については、専門知識が要求されるため、土岐市水道工事指定店

等に代理させることができる。 

１）申込者は、申込前に調査を行うとともに、不明な点があれば上下水道課に相談する。 

２）上下水道課は、対象建物、給水装置形態、水理計算等の確認を行い、その適否につ

いて判断する。 

水質劣化のおそれ
あり（受水槽の清掃を要する） なし

ストック機能 あり なし

本管への逆流のおそれ
なし あり（単式逆止弁が必要）

設置スペース

大きなスペースが必要（受水
槽、ポンプスペース）

不要

維持管理

受水槽の清掃、ポンプのメンテ
ナンスが必要

不要

設置費用
受水槽やポンプが必要なため高
価である

単純な配管形態のため安価であ
る

本管圧力の有効活用
不可（吐水口で大気開放） 可（ただし、必要圧力が確保で

きる場合）

給水管口径 小さい 大きい

受水槽式 直結直圧式
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３．実施条件 

１）対象建物 

対象建物は、３～５階建ての建物とし、使用形態（住居形態）は次のとおりである。 

（１）一戸建て専用住宅 

（２）一戸建て小規模店舗付き住宅 

（３）集合住宅 

（４）事務所ビル、倉庫など 

（５）（３）と（４）の併用ビル 

（６）その他、市長が認めたもの 

（解説） 

給水階高については、将来の水圧変動を考慮し、５階を上限とする。 

（１）一戸建て小規模店舗付き住宅の小規模店舗とは、一般用の用途に属する日常生

活に密着する営業の用に供するものである。ただし、旅館営業、クリーニング業

等は除く。 

（３）集合住宅とは、建築確認済証（写）において、主要用途が共同住宅、長屋、寮、

寄宿舎のいずれかであり、かつ、その使用実態が集合住宅であるものとする。ま

た、集合住宅と同様の機能（風呂、台所、便所）が各室にあり、かつ、使用実態

として定住性があるものも、集合住宅として扱う。したがって、ウィークリーマ

ンション、デイリーマンションなどは、使用実態から見ると賃貸住宅というより

むしろホテル営業に性格が近いため、ホテルに準じた取扱いとするのが相当であ

り、集合住宅として扱わない。 

（４）事務所ビル、倉庫等とは、事務所ビル、倉庫の他に、事務所ビル等と同等の給

水設備の建物で、物品販売業等の使用水量の安定しているものを対象とする。し

たがって、飲食店が入るようなテナントビル、遊興娯楽を目的とするものは該当

しない。 

また、以下の場合は受水槽式とする。 

・ 配水管の供給能力を越える給水量を必要とし、配水管に水圧低下等の影響を

与えるおそれがある場合。 

（例）プール施設など 

・ 災害、事故、渇水等による断減水時に、著しく影響を受ける用途のもの。 

（例）入院設備のある医療施設、老人施設、ホテル、デパート、学校、業務用

の用途に属する飲食店及び理美容室、複数の業種が入るテナントビル、24時間

営業施設など 

注）① 学校等について 

小学校・中学校・高校及び子どもが使用する施設については、指定

避難場所に指定されていない施設に限り、直結直圧式を認める。 

また、専門学校については、給水設備や使用実態が事務所ビルと同
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等と見なせる場合、中高層直結直圧給水を認める。 

② 医療施設について 

入院設備や手術設備がない医療施設で、使用水量が少ない場合を除

く。 

③ 老人施設について 

老人施設のうち、老人福祉施設（老人福祉法が適用されるもの）で

使用実態が集合住宅又は事務所に近いものを除く。 

・ 薬品を取り扱う工場等、逆流によって配水管の水質または給水装置内の水質

に汚染をきたすおそれがある場合。 

（例）クリーニング店、メッキ工場、印刷工場、薬品工場、石油化学工場など 

２）量水器口径 

量水器口径は、20㎜以上50㎜以下とする。 

（解説） 

最大口径を50mmとしたのは、これより大きな口径を必要とする給水装置は、配水管へ

の影響が懸念されるなど、直結給水に不適切な物件と判断されるためである。 

３）分岐対象本管 

施工基準による。 

（解説） 

中高層直結直圧式についての分岐可能な配水管口径は、施工基準による。 
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４．給水装置の構造 

１）給水装置の配管形態 

（１）一建物につき一給水引込みを原則とする。 

（２）給水管の支管分岐による配管形態は原則、不可とする。 

（解説） 

（１）直結給水の範囲拡大に伴い、給水装置形態がより複雑多岐にわたることが予測

される。施工基準では使用者ごと、あるいは用途、種別ごとに分離した給水装置

を設けることとしている。したがって、用途が異なる場合は、給水装置を独立し

て設置することとする。３階以上への直結給水における同一建物に住宅と事務所

等が併設される場合には、別引込みで対応し、事務所ビルなど、用途は同じだが

使用者が異なる場合には、維持管理上適当でないため給水装置を分離する。 

（２）多世帯住宅に関しては、給水装置の維持管理面、口径による料金格差の問題等

が将来的にも発生する可能性が少ないので、支管分岐形態を不可とはしないが、

望ましい方法ではない。ただし、多世帯住宅は、施工基準に定めてあるものをい

う。 
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＜配管形態例＞ 

Ａ．直圧式 

注）直圧式の集合住宅では、水栓柱などの地上に露出した 

共同使用水栓を設置すること。 

注）量水器上流側には伸縮式甲止水栓副栓付、下流側には単 

式逆止弁（JWWA B 129と同等品）を設置している。 

図中の記号は、給水工事設計施工基準による。 
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 ２）逆流防止装置 

（１）逆流の防止及び量水器等の維持管理を容易にするために量水器の直近下流に

逆止弁を設ける。逆止弁は単式逆止弁（JWWA B 129認証品）もしくはこれと同

等以上の性能を有する逆止弁とする。 

（２）逆止弁の設置位置は、原則として20㎜～40㎜は量水器筐内とし、50㎜は量水

器の直近下流に、別途、逆止弁筐を設けその中に収納する。 

（３）集合住宅、事務所ビルなどの建物内における使用者ごとには、「給水装置の

構造および材質に関する省令（平成９年３月19日厚生省令第14号）」の第５条

（逆流に関する基準）に示される性能基準に適合した逆止弁等を設置する。 

（４）立ち上がり管の最上部 

立ち上がり管の最上部に吸排気弁（本市仕様に基づくもの）と同等以上の性

能を有する器具を設置すること。 

（解説） 

直結給水範囲が３階以上にまで拡大することにより、逆流による水道水の汚染事故が

発生する危険性が増大する。従来、受水タンクの流入において吐水口空間を確保し逆流

を防止していたが、３階以上の直結給水の実施に伴い、配水管と直結される範囲が拡大

し、さらに同一給水装置内の使用者の増加、使用形態の多様化が予測されるため、逆流

防止装置の設置を義務付けるものとする。 

（１）Ａ．直圧式の量水器直近下流に設置する逆止弁は、日本水道協会規格による単

式逆止弁もしくはこれと同等以上の逆流防止性能を有する逆止弁とする。20㎜～

40㎜の単式逆止弁を採用する場合、設置位置は量水器筐内とし、量水器の下流側

に直接接続する。 

50㎜の単式逆止弁は、量水器の下流側に筐を設け、単独で収納するが、この場

合、将来取り外して点検、取り替えが可能なように、逆止弁との継手形状はユニ

オン式又はフランジ式とする。また、50㎜の単式逆止弁設置にあたっては下記の

方法により行い、維持管理に支障がないよう考慮すること。 

① 止水栓筐、３号量水器筐（表示を消去又は変えること）等を代用する。 

② 現場に合わせた逆止弁筐・蓋を作製する。 

③ 諸事情によって課規格外の量水器筐を設置する場合（課規格外量水器筐設

置の手続き要）で、単式逆止弁の維持管理ができる寸法のとれるものは量水

器に直接接続も可とする。ただし、40mm以下の場合は逆止弁も収納するもの

とするが、筐の寸法は課規格を基準とする。 

また、逆止弁の種類によっては、地上に設置する場合（大気開放型逆流防止器

など）があるが、この場合、必要な吐水口空間を確保するなど、上下水道課と

協議の上、適切な設置形態とする。 

（３）集合住宅、事務所ビルなど、使用者が複数にわたる場合、建物内の逆流による

影響が大きいため、建物内の使用者ごと、あるいはフロアごとに逆流防止措置を

行わなければならない。なお、私設量水器がある場合には、設置位置は量水器下

流とする。 
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（４）立ち上がり管の最上部に吸排気弁を設置することにより、管内の空気を速やか

に排出できるような形態とすること。また、配水管工事による断減水など、諸条

件が重なることで、給水装置内の逆サイフォン現象が懸念される。ここで吸排気

弁による吸気作用により逆流を防止することも目的とする。このため従来から用

いられている小型空気弁（吸気作用がごく小さい）は不可とした。なお、吸排気

弁からの排水については、パイプシャフト内等でドレン設備を設けるなど、必要

な排水措置を講じることとする。また吸排気弁の上流側には維持管理用の止水栓

（仕切弁、またはボール弁形式）を設置すること。その際、設置位置などを考慮

し施工する。（参考資料「直結給水における空気弁（小型空気弁、吸排気弁）の

設置について」参照） 

ただし、専用住宅、多世帯住宅など影響の少ないものはこの限りでない。 

これら逆流防止装置については、トラブル時に、必ず機能を発揮しなければな

らないため、設置者（所有者）においては日常の点検整備を十分に行うこと。 

中高層直結直圧給水装置における逆流防止措置 

量水器まわり

単式逆止弁（JWWA B 129認証品）
もしくはこれと同等以上の機能を
有するもの
複式、中間室開放型など

各使用者

厚生省令構造材質基準「逆流防止
性能」を満たすもの
単式、複式、ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ、ﾎﾞｰﾙﾌﾛｰﾄ
式など多種

立て管頂部
吸排気弁（本市仕様による）もし
くはこれと同等以上の性能を確保
する器具の組み合わせ
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３）他の給水装置用材料 

（１）給水装置用材料については、施工基準に基づき選定した上、設計、施工するこ

と。 

（２）集合住宅の場合は、１階部分に共用水栓を設置すること。 

（解説） 

（１）給水装置用材料の選定、給水管口径の決定には圧力損失に十分配慮すること。 

（２）直圧式の場合、事故や災害及び渇水等で本管が減圧した場合上層階で出水不良

が懸念されるため、集合住宅については共用水栓（水栓柱など地上に露出した水

栓に限る）を設置することとするが、管理人室に地上に露出した水栓がある場合

はこの限りでない。 

５．水理計算等 

１）配水管最小動水圧と設計水圧 

配水管最小動水圧とは、申込地に近接した場所において、24時間用の自記録水圧計

により測定した最低値を、測定地と申込地との配水区域、配水部を考慮した上で、高

低差により補正したものとする。 

設計水圧は、対象物件における水理計算の基礎的数値であり、配水管最小動水圧か

らさらに補正を施した水圧とし、上下水道課が提示する。 

（解説） 

設計水圧（Ｐ０）は、原則として配水管最小動水圧（Ｐｍ）より、0.05MPa差し引いた

ものとする。これは、測定箇所における局所的な水圧変動、あるいは季節的な水圧変動

を考慮したことによるものであるが、直結給水にかかる設計段階で、配水区域変更など

の計画が明らかな場合には、その水圧変動を見込んだ上で、適切な値を設計水圧として

提示する。 

なお、配水管最小動水圧が0.5MPa以上となる高い水圧の区域については、将来の水圧

変動を考慮して、設計水圧の上限値を0.45MPaと定める。 

Ｐ０＝Ｐｍ-0.05≦0.45MPa 

２）給水方式の決定 

（１）３～５階建ての建物は設計水圧等によっては、直圧式で検討することができる。 

（２）６階建て以上の建物については受水槽式で検討する。 

（解説） 

（１）水理計算の結果、直圧式が不可能な場合は、受水槽式を検討すること。 
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３）設計水量および給水管口径 

設計水量は、計画瞬時最大水量とする。この際、使用形態等を考慮しながら実態に応

じた水量算定を行うものとする。 

給水管口径は、計画瞬時最大水量時において、管内流速が２m/secを越えてはならない。 

（解説） 

設計水量については、使用実態に即した適正な水量を選定し、給水管口径を決定する

こと。 

給水管口径が使用量に比べて過小な口径の場合、流速が増加しウォーターハンマによ

る騒音、管路や器具の損傷が懸念されること、またエネルギー損失が増大し経済的でな

くなるなど、デメリットが多い。こうした弊害を防ぎ、経済的で合理的な配管設計を行

うために、瞬時最大水量時における管内流速の上限値を２m/secとする。 

一方、給水管と同口径で設置される量水器については、瞬時最大水量はもとより、時

間平均および時間最大、日平均および日最大をそれぞれ算定し、それらが量水器の適正

な流量範囲にあるか、確認する必要がある。 
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（参考）中高層直結給水における口径決定の手順 

（参考）瞬時最大水量の求め方 

１．集合住宅の場合 

１）（財）住宅部品開発センター優良住宅部品認定（BL）基準による方法（表 集

合住宅における流量と標準口径参照） 

次式により瞬時最大水量を算出 

10戸未満         Ｑ＝42Ｎ0.33

10戸～600戸未満     Ｑ＝19Ｎ0.67

ここで、Ｎ：戸数 

ただし、１人１日当たりの平均使用水量：２５０ /人/日 

１戸当たりの平均人数：４人 

２）居住人数から予測する方法（東京都水道課給水装置設計・施工基準より） 

次式により瞬時最大水量を算出 

1人～ 30人    Ｑ＝26Ｐ0.36

31人～200人     Ｑ＝13Ｐ0.56

ここで、Ｐ:人数 

ただし、１世帯当たりの人員が少ない建物（１人/１世帯）の場合は、人員の２

倍程度の余裕を見ること。 

ワンルームの場合 

ＢＬ基準による方法 …… 戸数をファミリータイプの0.5戸分として算出す

る。 

居住人数から予測する方法 …… 人数を１戸当り２人以上で算出する。 

量水器

量水器
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２．事務所の場合 

１）器具給水負荷単位法（表 器具給水不可単位参照） 

２）水使用時間率と器具給水単位による方法 

３）器具利用による方法 

４）水理計算 

実施条件等に合致した対象物件は、水理計算に基づき、配管形態を決定する。 

損失水頭の計算に必要な諸条件の設定及び計算例は、原則として施工基準による。 

（１）集合住宅の場合は、一般に次の手順により使用条件を決定する。 

① 分岐位置から最も奥の住宅の損失水頭を、給水装置工事設計施工基準と同様

に計算する。 

② 最奥の住宅分岐箇所から、上流に向かって、分岐箇所ごとに瞬間最大流量を

求め、損失水頭を計算する。（表 集合住宅における流量と標準口径（参考）

参照） 

（２）総損失水頭（末端給水栓立ち上がり高さを含む）と器具必要残圧の和を設計水圧

と比較する。 

（解説） 

損失水頭を計算する場合、「給水装置工事設計施工基準」第２章等を参考に給水装

置形態、同時使用を考慮した使用条件、設計水量を仮定した上で計算する。一例とし

て、使用条件を仮定するとき水栓の優先順位は次のとおりである。 

① 台所流し      （標準使用水量 12 ／min） 

② トイレ用ロータンク （  〃     12 ／min） 

③ 洗面台       （  〃     8 ／min） 

最も奥になる水栓を起点に損失水頭を計算すればよいが、給湯配管があるものについ

ては、水のみ使用した場合を仮定してよい。 
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６．検査 

中高層直結直圧給水を実施した給水装置は、「給水装置工事検査基準」に基づき、

検査を実施する。 

検査の結果、不合格となった場合は、「給水装置工事改善指示書」のとおりに改善

し、合格の判定をするまで給水開始は保留する。 

ポンプ室または管理人室等に、設備の完成図を常置しておくこと。 

（解説） 

中高層直結直圧給水を採用し、完成した給水装置は、別途定める検査基準に基づいて、

給水装置工事主任技術者用検査項目及び上下水道課用検査項目すべてを実施する。 

検査範囲は、末端給水栓までとする。 
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中高層直結直圧給水の算定プロセス 

通常、設計水圧が 0.20MPa～0.25MPa あれば 3 階直圧が、0.25MPa～0.30MPa あれば

4 階直圧が、0.30MPa～0.35MPa あれば 5 階直圧が可能といわれている。

6 階建て以上は受水槽式とする。

NO

YES

　直圧式の水理計算

　(設計水圧のみで給水水圧を確保できるか)

 YES

NO

YES

直圧式の実施

6階建て以上

受水槽式

3～5階建て

直圧式の検討

　　　　　　　　　屋内の損失水頭
　設計水圧　≧　　　　＋
　　　　　　　　　器具必要残圧
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表 集合住宅における流量と標準口径（参考） 
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表 損失水頭早見表（参考） 
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（計算例１） 

一戸建て住宅（直圧式） 
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（計算例１）における使用条件は、以下のとおり 

損失水頭を計算する場合、「給水装置工事設計施工基準」第２章等を参考に給水装置形

態、同時使用を考慮した使用条件、設計水量を仮定した上で計算する。一例として、使用

条件を仮定するとき水栓の優先順位は次のとおりである。 

①台所流し      （標準使用水量 12 ／min） 

②トイレ用ロータンク （  〃     12 ／min） 

③洗面台       （  〃     8 ／min） 

最も奥になる水栓を起点に損失水頭を計算すればよいが、給湯配管があるものについて

は、水のみ使用した場合を仮定してよい。 

取付器具 水栓口径 同時使用 設計水量（ /min）

Ａ　ロータンク用ボールタップ １３ 使用 １２

Ｂ　洗面用水栓 １３
Ｃ　台所用水栓 １３ 使用 １２
Ｄ　ロータンク用ボールタップ １３
Ｅ　台所用水栓 １３
Ｆ　洗濯用水栓 １３
Ｇ　洗濯用水栓 １３ 使用 ８
Ｈ　風呂用水栓 １３

量水器
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水理計算により、計画瞬間最大流量時における給水装置の総損失水頭（Ｃの立ち上がり

高さを含む）及び末端給水栓の必要水圧を加えたものが、設計水圧（Ｐ０）以下であること

を確認する。 

総損失水頭（Ｃの立ち上がり高さ含む）＋末端給水栓の必要水圧 ≦ Ｐ０
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（計算例２） 

３階建て集合住宅・12戸の場合（直圧式） 

詳細図１

詳細図１へ
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詳細図１における使用条件は、以下のとおり 

２）計算手順 

（１）同時使用水量を算出する。 

（２）それぞれの区間の口径を仮定する。 

（３）給水装置の末端から水理計算を行い、各分岐点での水頭を求める。 

（４）同じ分岐点からの分岐管路において、それぞれの分岐点での所要水頭を求める。

その最大値が、その分岐点での所要水頭になる。 

（５）最終的に、その給水装置が配水管から分岐する箇所での所要水頭が、配水管の水

頭以下となるよう仮定口径を修正して口径を決定する。 

３）同時使用水量の算出 

同時使用水量は、「表６－１－１及び表６－１－２」と「表６－２」より算出する。 

・量水器口径の決定 

本計算例での戸数毎の瞬時最大水量は、「表 集合住宅における流量と標準口径（参考）」

をもとに算出。 

本集合住宅における全体の瞬時最大水量は、表より100 /min 

給水管口径を40㎜と仮定した場合、管内流速Ｖは、 

Ｖ＝Ｑ／Ａ＝１.３３m/sec＜２.０m/sec 

となり、基準値以内であるため、給水管口径は40㎜とする。 

また、本住宅における日平均、日最大、時間平均および時間最大給水量を算定し、量水

器の適正流量範囲と照らし合わせ、量水器口径を確認する。 

以上から水理計算を行う。 

取付器具 水栓口径 同時使用 設計水量（ /min）

Ａ　ロータンク用ボールタップ １３ 使用 １２

Ｂ　台所用水栓 １３ 使用 １２
Ｃ　洗面用水栓 １３ 使用 ８
Ｄ　風呂用水栓 １３
Ｅ　洗濯用水栓 １３
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注）給水器具の損失水頭は、「表 損失水頭早見表（参考）」の値を用いた。 

水理計算により、計画瞬間最大流量時における給水装置の総損失水頭、立ち上がり高さ

及び末端給水栓の必要水圧を加えたものが、設計水圧（Ｐ０）以下であることを確認する。 

総損失水頭（Ｃの立ち上がり高さ含む）＋末端給水栓の必要水圧 ≦ Ｐ０

量水器

量水器

-25-



＊ 直結給水方式における空気弁（小型空気弁、吸排気弁）の設置について（参考） 

従来、３階以上の直結給水においては、立て管上部に小型空気弁を設けることとなって

いた。これは給水装置の立体化によって空気混入による悪影響を防止する目的で定められ

た。しかしながら、空気弁の機能、設置形態の現状を考慮すると、改善するべき点がいく

つかあった。 

１．中高層直結給水における空気弁（小型空気弁、吸排気弁）の機能向上 

給水装置に設置する空気弁は、管内空気を排出し、円滑な給水、ウォーターハンマ防止、

量水器計量誤差要因の除去、管内腐食の進行防止などを主な目的としていた。 

しかしながら、空気弁の他のねらいとして、吸気性能も考慮しなければならない。特に、

中高層への直結給水にあっては一段と給水装置の立体化が進み、配水管工事による断減水

などの諸条件が重なることで、給水装置内の逆サイフォン現象の懸念が強い。ここで空気

弁は、吸気によるサイフォンブレークを行い、逆流を防止する役割を担う重要な装置とな

る。 

こうした理由で中高層直結給水にあっては、従来の小型空気弁よりも吸排気性能を重視

した吸排気弁（本市仕様に基づくもの）と同等以上（複数設置可）のものを設置すること

とした。また、吸気弁として機能を特化させた製品もあるので、これを用いる場合は、小

型空気弁を並列設置する。 

２．空気弁（小型空気弁、吸排気弁）の設置形態 

空気弁は、パイプシャフト内などの立て管最上部に設置されるが、排気を行う際、若干

の水漏れが起きる。この水漏れを他の配管、配線等に影響させないため、ドレン用のパイ

プを空気弁に接続するようになっている。 

しかし、①現状として最上階のパイプシャフト内には接続するべき排水管がなく、パイ

プシャフト内が水たまりとなる場合があること、②仮に排水管に接続しても空気弁吸気時

に排水管内臭気をダイレクトに吸い込んでしまうこと、③ドレンパイプの直径はせいぜい

20mm程度、延長はパイプシャフト高さの２～３ｍの長さゆえ、吸気性能猷きく阻害されて

しまうことなどの様々な理由から問題点は多い。 

そこで、空気弁の設置形態としては、排水を間接的に集水する方法が望ましい。 

具体的には、吸（排）気口には、直接ドレンパイプを接続せず、集水受けを設けて、間

接的に排水させる。吸気時はパイプに拘束されることなく、周囲の空気を吸引できるため、

吸気量は低下せず、排水管からの臭気も最小限に抑えることができる。（次頁図参照） 

なお、水漏れによって他の配管、一配線等に影響がない場合については、このような施

工は必要ない。 

３．空気弁（小型空気弁、吸排気弁）の直近上流側止水栓 

吸（排）気性能に影響を及ぼさないようにするため、仕切弁、またはボール弁形式の止

水栓とする必要がある。（コマが自在に上下する止水栓の場合、不都合をきたす可能性が

あるため。） 
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空気弁の設置形態 

【吸排気弁の仕様】 

吸排気弁は以下の機能を満足すること。 

１．排気機能（排気を円滑に行うこと） 

２．急速吸気機能（多量吸気を急速に行うこと） 

３．圧力下排気機能（圧力下排気を円滑に行うこと） 

管内の圧力が大気圧になった場合、速やかに吸気弁が開き、確実に吸気動作を行う

こと。急速吸気機能については、立て管の口径によって、その能力を規定する。 

立て管口径（mm） 20 25 32 40 50

吸気量（ /sec） 1.5 2.5 4.0 7.0 14.0

（弁差圧2.9kPa時の値）
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